
レアメタルリサイクルに関する取組みについて

平成２５年１２月１０日

経済産業省

産業技術環境局 リサイクル推進課



成長戦略及び骨太の方針における記載
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Ｐ７１．
○メタンハイドレート等海洋資源の商業化の実現等
・日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハイドレートを将来のエネルギー資源として利用できるよう
に支援する。2018 年度を目途に、商業化の実現に向けた技術の整備を行う。その際、2023 年から2027 年の間
に、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、技術開発を進
める。

また、再生可能エネルギーや次世代自動車などに不可欠なレアメタル、レアアース等を含む海底熱水鉱床等
の海洋資源についても官民連携の下、探査・生産技術開発等を推進する。なお、海洋だけでなく、いわゆる「都
市鉱山」におけるレアメタル等の資源再利用についても推進する。

「日本再興戦略-JAPAN is BACK- 」（平成 25 年６月 14 日）より

Ｐ２１．
（５）資源・エネルギーの経済安全保障の確立、戦略的外交の推進等

（経済安全保障の確立）

自由な競争のある開かれた国家であり続け、日本の経済安全を確保するため、輸入依存の高い資源・エネル
ギーを安価かつ安定的に確保するとともに、我が国の権益を適正に保護する必要がある。こうした観点から、世
界的な需給構造の変化に対応しつつ、海洋開発による新たな資源・エネルギー源の開拓、再生可能エネル
ギーの最大限の導入、地域間連系線等の増強を後押しするための環境整備、資源の有効利用等に取り組む
ほか、戦略的な協力関係を構築しつつ、資源外交を展開する。LNG 等の供給源の多角化、価格の低廉化を図
るため、日本企業の開発参画等を支援する。

「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」平成 25 年６月 14 日 ）より



第３次循環型社会形成推進基本計画における記載 （平成25年5月）
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第１章現状と課題
第２節取り組むべき課題
（２）循環資源の高度利用と資源確保

・近年、金属資源の価格が高騰する傾向にあるほか、これまで世界全体で採掘した資源の量（地上資源）
と、現時点で確認されている今後採掘可能な鉱山の埋蔵量（地下資源）を比較すると、既に金や銀につい
ては、地下資源よりも地上資源の方が多くなってきていると推計されており、地上資源をより一層活用し
ていく必要性が高まっている。

・自動車や精密機器の必需品として需要が増加している一方で、供給構造が脆弱なレアメタルの安定供給
も大きな課題となっている。

第２章循環型社会形成に向けた取組の中長期的な方向
・・・各主体の取組が十分なされることにより、2030 年（平成42 年）頃までに次のような循環型社会の形成を
目指す。

第３節資源効率性の高い社会経済システムの構築

・廃棄物・リサイクル産業は、循環資源を付加価値の高い製品の原材料やエネルギー等に有効活用する循
環産業として、国際的な競争力も高めつつより高度に発展し、その中で、大量に蓄積が進んでいる都市鉱
山の利用が進展する。



①資源確保とレアメタルリサイクル
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○我が国は資源のほとんどを輸入に頼っており、その安定供給は国家的な課題。
○近年では、新興国の需要増大による資源獲得競争の激化、国際資源メジャーの寡占化、資源ナショナリズムの高まりなどによ
り、資源の安定供給確保は以前に比べ格段に困難さを増している。
○資源確保指針（平成20年３月閣議了解）、エネルギー基本計画（平成22年６月閣議決定）や資源確保戦略（平成24年6月公表）
等で、我が国の資源・エネルギーの安定供給の確保について、国家戦略として取り組むことが明確に位置づけられている。

（出所）各社財務諸表等

資源メジャーの寡占化

鉱物資源確保に関する現状・課題について

0 5,000 10,000 15,000 20,000

古河機械金属

日鉄鉱業

東邦亜鉛

DOWAホールディングス

三井金属鉱業

三菱マテリアル

JX日鉱日石金属

住友金属鉱山

Anglo American（英）

Xstrata（スイス）

Rio Tinto（英）

BHP Billiton（英）

Vale（伯）

→
利益ベースで見た場合、本邦企業は、いわ

ゆる資源メジャーと比較しても、１０分の１に満
たない水準であり、投資規模にも影響する。

・非鉄メジャー各社は、近年、大型のＭ＆Ａを推進
し、鉱種と投資地域の多様化、市場シェアの拡
大、事業規模の拡大により、コスト低減と収益性
の確保、リスクの分散を進め、経営の拡大、安定
化、競争力を強化。

百万ドル

中国, 
7394, 38%
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その他, 5926, 
30%
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倍
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資源需要の増大（中国の爆食）

中国, 108, 
2%

米国, 1205, 
26%

日本, 299, 7%

仏・独, 805, 
17%

ロシア, 641, 
14%

インド, 61, 1%
ブラジル, 29, 

1%

その他, 1494, 
32%

銅需要（60年）
4,644千トン

・中国等新興国の原料輸入が急増し、鉱石確保にお
ける我が国との競合が発生。日本の需要家の原料
市場での優位性が相対的に低下。

資源ナショナリズム

・資源国側からみると、資源開発は「自国の
資源がどんどん海外に持って行かれて、雇
用もなく、環境も悪化し、商売も失われる」
との認識。このため次のような点につい
て、開発側に対する要求を高めつつある。
①配当の分配
②産業の高度化、ローカルコンテンツ
③地域への貢献

資源ナショナリズムの例
○ボリビア
2007年に、未契約の鉱山の開発、生産、販売等は全て
COMIBOL(鉱山公社)に集中させるとの大統領令。
○豪州

州政府の課すロイヤリティに加え、資源の開発から得られる利
潤に対して、連邦政府が30％の鉱物資源利用税を課す。（非鉄
金属は対象外に）
○インドネシア
2009年に、輸出品の付加価値を高める義務等を規定した新鉱
業法を制定。鉱石のまま輸出することが困難に。

ボリビア豪州

インドネシア

モンゴル
カザフスタン

南アフリカ 4



需要拡大の見込みや特定国への偏在性や依存度、供給障害リスク等の観点から、海外資源権益にリサイク

ルを加えた自給率を２０３０年にベースメタルについては８０％以上、戦略レアメタルについては５０％以上とする
ことを目指す。 （エネルギー基本計画 平成２２年６月１８日閣議決定）

〈海外資源確保の推進〉

激化する資源獲得競争の中で、資源

外交を含め資源確保に向けた多面
的・総合的な対策を実施。

〈リサイクルの推進〉

技術開発により、国内で収集され
た使用済製品等に含有する非鉄金
属の回収率向上を促進。

〈代替材料等の開発〉

希少金属の使用量低減技術及び
希少金属の機能を代替する新材料
の開発を実施。

〈レアメタル備蓄〉

官民協調によるレアメタル備蓄に
ついて、備蓄物資の機動的な保
有・売却を実施。

レアメタル確保に向けた４つの柱の強化

○資源外交による戦略的互恵関
係の構築
○資源国が要望する産業振興・
人材育成・インフラ整備等の協
力への積極的な対応
○ＪＯＧＭＥＣ等によるリスク
マネー供給強化

○「都市鉱山」の有効活用のた
め、携帯電話・デジカメ等使用
済み小型家電回収の社会システ
ム構築と経済的なレアメタル抽
出技術開発

○需要拡大の見込みや特定国への
偏在性や依存度、供給障害リス
ク等の観点から、政策資源の集
中投入が必要と考えられる鉱種
について、需要の動向等に応じ
た機動的な積み増し、放出

レアメタル確保に向けた共通基盤の整備

関係省庁・関連支援機関との
一体的取組

技術力強化資源人材育成

○ナノテク等我が国先端技術
の結集による取組強化
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周期　

アル

カリ族

アル

カリ

土族

希土族
チタン

族

バナジ

ウム族

クロム

族

マンガ

ン族
銅　族 亜鉛族

アルミ

ニウム

族

炭素族 窒素族 酸素族
ハロ

ゲン族

不活性

ガス族

　  1  Ｈ 　 　  ２  He

1  水  素 　 　 ヘリウム

 ３  Li  ４  Be 　  ５  Ｂ  ６  Ｃ  ７  Ｎ  ８  Ｏ  ９  Ｆ  10  Ne

2 リチウム ﾍﾞﾘﾘｳﾑ 　 ホウ素  炭  素 チッ素  酸  素 フッ素 ネオン

　  11   Na  12  Mg 　  13  Al  14  Si  15  Ｐ  16  Ｓ  17  Cl  18  Ar

3 ﾅﾄﾘｳﾑ ﾏｸﾞﾈ

ｼｳﾑ

ｱﾙﾐ

ﾆｳﾑ
ケイ素  リ  ン イオウ  塩  素 アルゴン

　  19  Ｋ  20  Ca  21  Sc  22  Ti  23  Ｖ  24  Cr  25  Mn  26  Fe  27  Co  28  Ni  29  Cu  30  Zn  31  Ga  32  Ge  33  As  34  Se  35  Br  36  Kr

4 カリウム ｶﾙｼｳﾑ ｽｶﾝｼﾞｳﾑ チタン ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ クロム マンガン    鉄 コバルト ニッケル    銅 亜　鉛 ガリウム ｹﾞﾙﾏ

ﾆｳﾑ
 ヒ  素 セレン  臭  素 ｸﾘﾌﾟﾄﾝ

　  37  Rb  38  Sr  39  Ｙ  40  Zr  41  Nb  42 Mo  43  Tc  44  Ru  45  Rh  46  Pd  47  Ag  48  Cd  49  In  50  Sn  51  Sb  52  Te  53  Ｉ  54  Xe

5 ﾙﾋﾞｼﾞｳﾑ ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ  ｲｯﾄﾘｳﾑ ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ ニオブ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ ﾃｸﾈ

ﾁｳﾑ

ﾙﾃﾆｳﾑ ロジウム ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ 　銀 ｶﾄﾞﾐｳﾑ ｲﾝｼﾞｳﾑ ス　ズ ｱﾝﾁﾓﾝ テルル ヨウ素 キセノン

　  55  Cs  56  Ba  57～71  72  Hf  73  Ta  74  Ｗ  75  Re  76  Os  77  Ir  78  Pt  79  Au  80  Hg  81  Tl  82  Pb  83  Bi  84  Po  85  At  86  Rn

6 セシウム バリウム ﾗﾝﾀﾉｲﾄﾞ ﾊﾌﾆｳﾑ タンタル ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ レニウム ｵｽﾐｳﾑ ｲﾘｼﾞｳﾑ  白  金 　金  水  銀 タリウム 　鉛 ビスマス ﾎﾟﾛﾆｳﾑ ｱｽﾀﾁﾝ ラドン

　  87  Fr  88  Ra 89～

103
7 ﾌﾗﾝｼｳﾑ ラジウム ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ

　  57  La  58  Ce  59  Pr  60  Nd  61  Pm  62  Sm  63  Eu  64  Gd  65  Tb  66  Dy  67  Ho  68  Er  69  Tm  70  Yb  71  Lu

ランタン セリウム ﾌﾟﾗｾｵｼﾞﾑ ネオジ

ム

ﾌﾟﾛﾒﾁｳﾑ ｻﾏﾘｳﾑ ﾕｳﾛﾋﾟｳﾑ ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑ ﾃﾙﾋﾞｳﾑ ｼﾞｽﾌﾟﾛｼｳﾑ ﾎﾙﾐｳﾑ ｴﾙﾋﾞｳﾑ ツリウム ｲｯﾃﾙﾋﾞｳﾑ   ﾙﾃﾁｳﾑ

鉄　 族（　　４周期）

白金族（５・６周期）

ランタノイド

レアアース（ＲＥ）

○「地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属」のうち、
工業需要が現に存在する（今後見込まれる）ため、安定供給の確保が政策的に重要
であるものを、鉱業審議会においてレアメタルと定義（現在、３１種類が対象）。

レアメタルの定義
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○平成24年9月、産構審・中環審の合同会合の中間取りまとめにて、早急に実施すべ
きレアメタルとして５鉱種を選定。主な用途例は以下のとおり。

早急にリサイクルすべきレアメタル ５鉱種

製品 主な鉱種

次世代自動車
（ＥＶ・ＰＨＶ・ＨＶ）

ネオジム、ジスプロシウム（駆動用モーターの磁石）
リチウム、コバルト、ニッケル（バッテリーの正極材）

家電４品目
（エアコン、テレビ、
冷蔵庫、洗濯機）

ネオジム、ジスプロシウム（エアコンのコンプレッサーやドラ
ム式洗濯機のモーター内の磁石）

ＰＣ ネオジム、ジスプロシウム（ＨＤＤの磁石）

電気・電子機器全般 タンタル（基板のタンタルコンデンサ）

超硬工具 タングステン（超硬工具、刃先交換工具）

レアメタルの主な用途例
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供給面

■国別鉱石生産量（２０１０年）

国名
生産量
（トン）

割合

１位 中国 130,000 97.3%

２位 インド 2,700 2.0%

３位 ブラジル 550 0.4%

上位３カ国計 133,250 99.7%

■輸入相手国（２０１０年）

国名
輸入量
（トン）

割合

１位 中国 19,721 82.1%

２位 ベトナム 595 2.5%

３位 韓国 388 1.6%

上位３カ国計 20,704 86.2%

供給の現状

資源の価格推移

需要面

○生産国等に地域偏在性があるほか、中国のレアアース輸出枠削減など、供給リスクが存在。

○国内需要量は今後も増加が見込まれる。

レアメタルの需給

国内需要量の見通し国内需要量の見通し

（ｔ）

4000

5000

6000

7000

8000

２０１０年 ２０１５年 ２０２０年

400

500

600

700

800

２０１０年 ２０１５年 ２０２０年

（ｔ）

ネオジム

ジスプロシウム

出典：工業レアメタル２０１１等

※数値は希土類全体の酸化物量
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※ネオジム・ジスプロシウムの例

※ネオジム・ジスプロシウムの例

出典：
レアメタルニュース

出典：工業レアメタル２０１１等

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

2009年4月 2010年4月 2011年4月 2012年4月

ネオジム

ジスプロシウム

※基準価格：2009年4月＝100

7月



○現在、レアメタルを含む使用済み製品の排出量は限られているが、今後増加見込み。

○リサイクル技術は開発途上
・ネオジム磁石を脱磁・分離回収する前処理技術は、実用化されていない。

○：実用化、△：開発中、実証試験中、×：未開発

前処理 後処理
ハードディスク △

○エアコン・コンプレッサモータ等 △
自動車用モータ △

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

2010年 2015年 2020年 2025年

ジスプロシウム

2.26%

4.73%

10.87%

0.57%
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

2010年 2015年 2020年 2025年

ネオジム

0.85%

1.59%

2.66%

6.55%

（単位：トン）
（※）当該排出年度のネオジム/ジスプロ
シウム国内総需要量に占める比率

次世代自動車

大型家電

パソコン

モータ等
ネオジム磁石

ネオジム・
ジスプロシウム

前処理 後処理

手解体

レアメタルを含む使用済製品の排出見込み（例）

効率が悪い

ネオジム磁石採用率（５％）

○回収量の確保に課題
・パソコンの回収率は１０％程度と低い。（退蔵理由として排出手続きの煩雑さや個人情報漏えいの懸念）
・小型電子機器は大半が埋立・焼却処分されている。
・自動車の回収率はほぼ１００％だが、解体後の部品が海外流出しているケースが存在 等

・製品によっては、解体してみないとレアメタル含有部品かどうかの判別がつかず、リサイクル工程が非効率。

レアメタルリサイクルの現状

9

※ 仮に過去の出荷製品が平均使用年数を経
た後に全量排出・回収され、当該製品中のレア
メタルを全量抽出できた場合に、１年間で確保で
きりレアメタル量。

出典：使用済小型家電からのレアメタルの回収
及び適正処理に関する研究会含有量調査デー
タ 等



各製品のリサイクルの現状（概要）

ユーザー 引取業者 解体業者

自動車リサイクル法

ユーザー 家電メーカー

家電リサイクル法

ユーザー メーカー・小売店等

資源有効利用促進法・事業者の自主回収等

自
動
車

大
型
家
電

パ
ソ
コ
ン
・

二
次
電
池
・

携
帯
電
話
等

再生資源

再生資源

ユーザー 自治体・小売店等 再生資源

小
型
家
電

再生資源

リサイクル事業者

認定事業者

破砕業者

小売店

小型家電リサイクル法

10



１．使用済製品の回収量の確保 ２．リサイクルの効率性の向上

（１）技術開発の推進（１）現行回収スキームの強化

○制度の認知度が低く、回収率の低い（約１０％）パソ
コンの回収スキームの改善 等

（例 現行スキームの再検証、個人情報保護措置の制度的担保化、タブ
レット型端末の回収方法の明確化、制度の周知等）

（２）新たな回収スキームの構築

○小型電子機器等リサイクル法による回収スキーム構
築

○自動車メーカーによる次世代自動車の駆動用電池
回収スキームの構築 等

（３）違法回収・不適正輸出等の防止

○違法な不用品回収業者に対する廃棄物処理法の取
締強化

○不適正輸出に対するバーゼル法運用強化（中古品
判断基準の策定） 等

（４）消費者等への情報提供

○レアメタルを含む使用済製品の排出が本格化してくる２０１０年代後半までの間を「条件整備集中期間」と位置
付け、国主導の下に、以下の対応策を集中的に講じる。

技術ロードマップ（例）

対象製品 24年度 25年度 26年度 27年度

要素技術は開発済み。実用化に向けた実証実験が必要。

効率的なネオジム磁石の回収技術の開発が必要。

使用済ネオジム磁石から磁石合金原料を回収する技術は実用化済み。（製品共通）

次世代自動車
駆動用モーター

エアコン・
コンプレッサー
モーター前

処
理

後
処
理

○今般作成した技術ロードマップに沿って、計画的・効
率的に技術開発を推進

（２）レアメタルの含有情報の共有

○実証事業の中でメーカーとリサイクル事業者による協
議の場を設置
○先進的取組み事例の収集・発信

（３）易解体設計の推進

○実証事業の中でメーカーとリサイクル事業者による協
議の場を設置

今後の対応策

○ １．や２．の対策によりレアメタルの回収が実際に進むまでの準備として、実際に関係事業者が、回収から選

別、再資源化、再利用までの一連の工程に係る取組みを行い、効率性向上に向けた課題解決や更なる課題
の抽出、事業者における経験・ノウハウの蓄積等を図る。

３．資源循環実証事業の実施
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○審議会において対策の進捗状況や効果を定期的にフォローアップ。

○その結果、将来的にリサイクルが進まない場合には、課題を精査の上、例えばレアメタル回収の強制など、更に
強い措置が必要か検討。

進捗状況等のフォローアップ

○「１．使用済み製品の回収量の増加」、「２．リサイク
ルの効率性の向上」、「３．資源循環実証事業の取
組」の効果が現れることにより、２０１０年代後半に
は、レアメタルのリサイクルが経済的に成り立つ可
能性あり。

(400)

(200)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

全
体
収
支
（
収
入
－
費
用
）
百
万
円 ベースシナリオ

シナリオ２

レアメタル回収なし

レアメタル回収あり

経済性分析（次世代自動車の例）
（参考）将来的には経済的に成り立つ可能性

対応策を講ずることにより、レアメタルのリサイクルが経済的に成り立つ状況の実現を目指す
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平成２５年度 リサイクル関連予算案

資源循環実証事業 ２．８億円（１．２億円）
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②小型家電リサイクル法
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６月２８日付認定事業者一覧（五十音順）

事業者名 本社所在地 主要業務 収集エリア
アビズ 愛知県

名古屋市港区
廃棄物処理業 等 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県

イボキン 兵庫県
たつの市

廃棄物処理業等 京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県

金城産業 愛媛県松山市 廃棄物処理業等 愛媛県、高知県、香川県、徳島県

木村メタル産業 愛知県小牧市 廃棄物処理業等 愛知県、岐阜県、三重県、栃木県、群馬県、埼玉
県、

共英製鋼 大阪府大阪市北
区

鉄鋼事業、廃棄物処
理業 等

山口県、広島県、島根県

大栄環境 大阪府和泉市 廃棄物処理業等 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌
山県、鳥取県、岡山県、広島県

トーエイ 愛知県知多郡東
浦町

ビルメンテナンス業、
廃棄物処理業 等

東京都、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、岐
阜県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府

トヨキン 愛知県豊田市 廃棄物処理業等 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県

日本磁力選鉱 福岡県北九州市
小倉北区

選鉱事業、廃棄物処
理業 等

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県、鹿児島県

ハリタ金属 富山県高岡市 廃棄物処理業等 富山県、石川県、福井県

紅久商店 愛知県豊橋市 建物解体業、廃棄物
処理業 等

愛知県、岐阜県、静岡県、長野県、福井県、山梨
県

マテック 北海道帯広市 廃棄物処理業等 北海道

ミナミ金属 石川県金沢市 廃棄物処理業等 石川県、福井県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県

リーテム 東京都
千代田区

廃棄物処理業等 福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉
県、東京都、千葉県、神奈川県 15



機密性２

16

平成２５年５月、市町村に対して、小型家電リサイクル制度への参加意向に関するアンケート調査を実施。
1,305市区町村（有効回答があった市区町村のうち、74.9％）が本制度への参加を前向きに検討。これは、人
口の割合にすると89.7％にあたる。
昨年11月に実施した同アンケート調査結果（575市区町村（有効回答があった市町村の33.8％）が本制度へ
の参加を前向きに検討）と比較すると、多くの自治体が参加意向を示している。

実
施
中

実
施
に
向
け
て

調
整
中

未
定
だ
が
、
ど

ち
ら
か
と
い
う

と
実
施
方
針

未
定
だ
が
、
ど

ち
ら
か
と
い
う

と
実
施
し
な
い

方
針

実
施
し
な
い

未
回
答

合
計

H25.5調査
有効回答

1,742

市区町
村数

341 294 670 331 106 0 1,742

回答割
合

（％）

19.6% 16.9% 38.5% 19.0% 6.1% 0% 100%

人口分
布率

（％）

26.1% 28.2% 35.3% 8.1% 2.3% 0% 100%

H24.11調査
（参考）

有効回答
1,701

市区町
村数

(実施予定あり)
185 390 515 590 21 1,701

回答割
合

（％）

10.9% 22.9% 30.3% 34.7% 1.2% 100%

人口分
布率

（％）

17.1% 27.3% 27.0% 22.9% 5.7% 100%

小型家電リサイクル制度への参加に関する自治体アンケート調査結果

制度参画に前向き
な市区町村

７４．９％
（人口ベースでは８９．７％）

３３．８％
（人口ベースでは４４．４％）

平成２５年５月調査時点

平成２４年１１月調査時点

４１．１％増加
（人口ベースでは４５．３％増加）



○ １年間で発生する使用済小型電子機器は65.1万トンであり、そのうち有用金属は、27.9万トン（金額換算す
ると844億円）になると推計。現在、廃棄物として、市町村が処理している使用済小型電子機器からは、十分な
資源回収がなされていないのが現状。

○ 使用済製品のうち、リサイクルが積極的に行われている、大型家電、自動車、パソコン、蓄電池、コピー機
等の再資源化率は、７割～９割と高水準。他方で、それら以外は、鉄、アルミニウムなど一部の金属を除き、
埋立処分。

○ 鉄、アルミニウム、銅、鉛のよ
うに、量が多く、単一素材に区分
しやすい金属は、比較的リサイク
ルが進んでいる。
他方で、複雑な回収技術・工
程を要する他の金属の回収は
進んでいない。

市町村における有用金属の回収状況

○ 開発途上国に輸出された使用済電子電気
機器の一部は、そのまま解体され、有用金属の
回収が行われているおそれ。

○ 開発途上国では、有害
物質の処理が適切に行わ
れず、住民の鉛やカドミウ
ム濃度が高くなっている事
例が報告。

17
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我が国に眠る地上資源



【制度概要】
使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理業の許可
を不要とし、使用済小型電子機器等の再資源化を促進する制度。

認定事業者

・再資源化のための事業を行おうとする者は、再資源化事業の
実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることが出
来る。
・再資源化事業計画の認定を受けた者又はその委託を受けた
者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うと
きは、市町村長等の廃棄物処理業の許可を不要とする。
・収集を行おうとする区域内の市町村から分別して収集した使用
済小型電子機器等の引取りを求められたときは、正当な理由が
ある場合を除き引き取らなければならない。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

【対象品目】
一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具のうち、効率的な収集運搬が可能であって、再資源化が特に必要なものを

政令指定

※各市町村の特性に合わせて回収方法を選択

中間処理施設 金属製錬

金属回収中間処理

回収排出

回収ボックス or 資源ゴミの新
区分 or  ピックアップ

自治体
回収

循環利
用

製造業者（メーカー）の責務
・設計、部品、原材料の工夫により再資源化費用低減
・再資源化により得られた物の利用

製造・販売

小売業者の責務
・消費者の適正な排出を確保するために
協力

静脈物流

引渡

集積所
国 民

・分別して排出

引渡

消費者の責務

国の責務
・必要な資金の確保
・情報収集、研究開発の推進
・教育、広報活動

【基本方針】
環境大臣及び経済産業大臣が基本方針を策定、公表

（内容）基本的方向、量の目標、促進のための措置、個人情報の保護その他配慮すべき事項 等

認定申請

認定、

指導・助言等

・再資源化事業計画の認定

・再資源化事業計画の認定を
受けた者に対する指導・助言、
報告徴収、立入検査

・認定の取消し

国
市町村の責務

・分別して収集
・認定事業者への引渡し

８月３日成立
８月10日公布
25年4月施行 18



認定事業者等に係る廃棄物処理法の特例について

第十三条 認定事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項
の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再
資源化に必要な行為（一般廃棄物（廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第七項にお
いて同じ。）又は産業廃棄物（廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。次項及び次条第
一項において同じ。）の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項において同じ。）を業として
実施することができる。

※認定事業者及びその委託を受けた者（認定事業者等）は、認定計画に従って行う再資源化に必
要な行為について一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業の許可が不要となる。

※認定事業者等は、廃棄物処理法の規定の適用について、廃棄物処理業者とみなされる。した
がって、認定事業者等は、処理基準違反について、都道府県、市町村の措置命令の対象となる。
また、認定事業者は、委託業者に不適正処理を要求等した場合、市町村長の措置命令を受ける。

※産廃に該当する場合のマニフェスト等廃掃法上の各種規制は適用。委託事業者からの再委託
は禁止。

使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、使用済小型電子機器等の再資源化を適
正かつ確実に行うことができる旨の主務大臣の認定を受けた者又はその委託を受けて使用済小
型電子機器等の再資源化を行う者に対して、廃棄物処理法の特例措置を講ずる。
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個人情報漏洩リスクと個人情報保護対策のイメージ

小型電子機器等の回収段階において想定される個人情報漏洩リスクに対して、個人情報保護対策を講じる
必要がある。

中間処理施設排出者 集積所
市町村

小売店

排出者
市町村・小売店・集積所

中間処理施設 金属製錬施設
ボックス ステーション ピックアップ 対面

個人情報
漏洩リスク

－
ボックスから
の盗難

ごみステー
ションから
の盗難

保管時の盗
難

保管時の盗難 保管時の盗難
処理時の個人情報の漏
洩

－

個人情報
保護対策

個人情報等の
データを消去し
てから排出

盗難防止対
策（ボックス
の施錠等）
・データ消去
を呼びかける
掲示
施錠できる
場所での保
管

盗難防止
対策（コン
テナの施錠
、ステーショ
ンへの人の
立ち会い等
）
施錠できる
場所での保
管

盗難防止対策（
ケイタイやパソ
コンが組成の大
半を占める場合
は、コンテナの
施錠又はステー
ションへの人の
立ち会い
施錠できる場所
での保管等

対面回収時の
対策（データ
消去、物理破
壊等）。
盗難防止対策
（施錠できる
場所での保管
等）

保管時の盗難防止対策
（施錠できる場所での保
管等）
中間処理施設にて物理
破壊等

－

：市町村が対策をとる範囲 20
※データ消去や物理破壊は機器の種類や者（市町村・小売業者）の能力に応じて行うこととする。



機密性２小型家電再資源化マーク

小型家電認定事業者マーク 小型家電回収市町村マーク

（コンセプト）
●マーク使用者の「使い勝手」を考慮し、黒をベースとしたデザインとする。

●「小型家電」と大きく表記することにより、リサイクルの対象物を明確に伝える。英語圏の人々からも理解
していただけるよう「E-Waste」と併記。
●小型家電の形をイメージした抽象的なシルエットの中にリサイクルの「Ｒ」をモチーフとしたループ記号を入
れて、小型家電のリサイクルであることを伝える。

※これらのマークは
商標登録予定

●消費者が使用済みとなった小型家電を排出する際に、安心して引き渡すことができる場所・相手を一目で
見分けられるよう、本法に基づき大臣認定を受けた事業者であること、若しくは、本法に基づき分別収集を
行う市町村であることを示すマークを作成

●市町村や認定事業者（及びその委託先）は、回収ボックスや回収車両、看板等に本マークを表示すること
で、消費者に対し安心して廃棄できる場所を明示することが可能
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